大至急のお願いです。

　いま県政では、2月県議会開会を前に「障害者差別をなくすための条例案」の成立をめぐる、きわめて切迫した局面を迎えています。今週の10日が、もっとも重要で、それまでに県議会の各会派の議員のみなさんに、どれだけ、私たち県民の思いを伝えきるかが成否の決め手になっています。
そこで、みなさまに、条例の成立にむけて、緊急の呼びかけを行ないたいと思います。 

　みなさん、呼びかけ人になってくださいませんか。団体であれば、どんな小さな団体でもかまいません。個人(肩書きを付けてください）でも結構です。
　ぜひ呼びかけ人にお名前を連ねてください。ご賛同いただける方は、下記アドレスないしはファクスか携帯まで、「①お名前、②団体名または肩書き、③市町村名」をご連絡ください。
　10日まで、あと３日しかありません。大河ドラマでやっていた「墨俣の一夜城」ではないですが、県内から２０００や３０００の呼びかけ人を集めたいと思います。奇跡を起こしましょう！
　　 　
　 生活サポートクラブ　池田徹
　ファクス　０４３－３１０－０５１１
　携帯　　　０８０－５０８８－０７８０
　メール　　i.to-ru@giga.ocn.ne.jp


<呼びかけ文>
　千葉に住むすべての人が、生きがいと希望を持って生活できるために
　「障害のある人に対する理解を広げ、差別をなくす条例」（仮）を制定してください 

　世の中には子ども、お年寄り、サラリーマン、自営業者、フリーター、主婦、学生、そして障害のある人などさまざまな人が生活しています。その一人ひとりが生きがいと希望を持って生きていくためには、それぞれの立場を理解することが何よりも重要です。子どもや若者もいつかは高齢者になります。いまは健康で元気な人も、病気や障害を持つこともあります。
　私たちは、一人として同じ人がいない社会の中で、お互いに理解し、困った時は助け合っていける世の中をつくっていきたいと思っています。
　ところが、ただ障害があるという理由だけで、理不尽で辛く悲しい思いをしている障害者は大勢います。ひどい虐待も毎年各地で報告されています。日常的な偏見やいじめ、無視などにあっているために、辛く悲しい思いをしても声を上げることもできない人もいます。
　もちろん、障害者だからといって無理難題が通るわけではありません。障害者に利用してほしいと思っているレストランやホテルも、他のお客さんが困るために悩んでいるケースもあります。障害者を雇いたくても、経営が苦しくて雇うことができない事業者もいます。
　差別している人を見つけ出そうというのではなく、地域社会の一員である障害者の暮らしにくさに気づいてほしいのです。話し合いや調整など柔軟な取り組みを重ねることによって、お互いの違いに気づき、個性を認め合い、みんなが豊かな生活を送ることができる地域社会になることを願っています。
　そのために、この条例案を出発点として、みんなで取り組んでいきましょう。そのような地域社会づくりを目指したこの条例案をぜひとも成立させてください。


　呼びかけ人
（例）田上昌弘・社会福祉法人一路会（市川市）
　　　佐藤彰一・法政大大学院教授（船橋市）
　　　池田　徹・㈱生活サポートクラブ（千葉市）
